
市内全域の空家等実態調査について 資料３

～市内全域の実態調査スケジュール～
令和9年２月末に東久留米市空家等対策計画が終了いたします。これに伴い、（仮称）東久留米市

第二次空家等対策計画の策定のために、市内全域の空家等の実態調査（踏査調査）を行いました。

R7. 6月:氷川台地区から踏査調査開始

R7.11月:市内全域の踏査調査終了・・・推定空家等件数約900件

R8. 1月:推定空家等に対して全棟の登記取得

空家等対策計画策定支援業務委託の準備契約

R8. 2月:推定空家等所有者に対してアンケート調査発送 ⇒ ロゴフォームにて回答

R8. ３月:調査内容とりまとめ

今回の市内全域で使用した空家等現況調査票。

前回の調査票（平成２９年）をもとに、

「11.動物の棲みつき」の項目を追加。

調査票の右上にナンバーを書き、

番号を撮影して調査開始

家屋の全体像を撮影

敷地内のゴミや廃棄物の状態 メーター稼働状況の確認

郵便ポストの有無、使用状況の確認 敷地内からの雑草等の繁茂状態

空家等の状況に

応じてポイントとなる

部分を撮影

水色の枠：

水道局から提供された

水道閉栓情報

＜実態調査（踏査）方法＞

①対象地区の地図を出力（〇〇丁目ごとに作成）。

②令和６年度水道閉栓情報を確認し水色枠で囲む。

※ただし、水道閉栓情報が無くても、空家等と判断できれば、

調査を行う。

③①②をもとに調査実施。外観で目視できる範囲で調査。

空家等と判断したものについては、左記の地図上に付番し、

ポイントとなる部分についてはデジタルカメラにて撮影。ピンクの枠：

〇〇丁目ごと

にマップ作成

調査対象物件：

住居専用・店舗兼用・事務所兼用の戸建て住宅、共同住宅（全室空

き室）、店舗・事務所専用、倉庫（兼用）、作業所

調査対象外物件：附属建物、共同住宅、長屋、倉庫・物置、工場、新

築売家（建売）、建物除却済み（空き地）
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